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情報発信ご協力のお願い

～住民からの信頼性・透明性の向上に資するために～

市町村・一部事務組合 一般廃棄物担当者説明会
平成21年11月５日 東京会場

（財） 日本容器包装リサイクル協会
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10月26日付依頼文書の発送

「容器包装リサイクルに係る情報発信に関する連携・協力のお願い」

お願い事項

① 各市町村ホームページへのリンク設定の了承

② 協会ホームページ、
「わたしのまちのリサイクル」へのリンク設定

③ 既存啓発ツールの利用・活用
「『元プラ』を探せ。」・「〔プラ〕の七不思議」
「な～るほど!リサイクル」・「なぜ?なに?リサイクル」
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紹介事項

Ⅰ．協会ホームページ新規コンテンツ紹介

わたしのまちのリサイクル

～分けた資源はどうなるの～

Ⅱ．市町村による、

再商品化事業者現地確認のしくみ構築

Ⅲ．環境負荷低減効果情報の提供に向けて

Ⅳ．協会ホームページにおける

市町村データ紹介
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平成12 年の容器包装リサイクル法の完全施行以降、消費者のリサイクル
への意識は年々高くなってきた

どのようにリサイクルされているのか等、制度の透明性について十分でな
いことが指摘され始めてきた。（特に、プラスチック製容器包装について）

消費者は分別排出を行う担い手であり、消費者の協力が得られるよう制度
の信頼性の向上を図ることは制度の根幹に関わる重要な課題

再商品化製品がどのように利用され最終製品となって
いるかという情報公開の検討

環境省「容器包装リサイクルのフローの透明化等に
関する検討会 （第1回：H20.7.30～5回：H21.6.17）」

中間とりまとめ（H21.6.30）

容器包装廃棄物を容器包装リサイクル法のシステムに載せるという最初の
ステップで消費者の分別排出が重要な役割を果たす
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情報公開関連

・ 容リ協会は、容器包装リサイクルに関する

相当程度に詳細なデータを既に公表。

・ しかし、一般の消費者まで周知されていると
は言い難い。

・ そこで、
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情報公開に係る措置

・ 容リ協会は、住民に対する啓発を日常的に行っている

市町村に対して、市町村が利用しやすい形で情報提供を
行なう。

・ 市町村は、容リ協会により提供される情報も踏まえ、

分別収集された当該市町村の容器包装廃棄物が

どのような再商品化製品となり、また、その再商品化製品

がどのように利用され、何になっているのか（再商品化製

品の用途）といった情報について、消費者に提供するため

の取組を進める。
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平成20年度保管施設別落札再商品化事業者および用途分野
～19年度より公表～

（プラスチック製容器包装：20年度実績東京都の一部）
再商品化製品利用事業者名は同意を得た事業者のみ表示しています

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名
再商品化事業者

名
契約量
（トン）

引取トン
数

手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

東京都 北海製鉄株式会社 工業原料
住友金属工業株式会社 工業原料
株式会社中山製鋼所 工業原料
新日本製鐵株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
住友金属工業株式会社 工業原料
株式会社中山製鋼所 工業原料
新日本製鐵株式会社 工業原料
相模化学工業株式会社 再生樹脂

プラスチック板
再生樹脂

株式会社シーピーアール パレット
有限会社テクノプラス 再生樹脂

棒・杭・擬木
新港リサイクル株式会社 パレット
有限会社日泉 再生樹脂
北海製鉄株式会社 工業原料
住友金属工業株式会社 工業原料
株式会社中山製鋼所 工業原料
新日本製鐵株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
住友金属工業株式会社 工業原料
株式会社中山製鋼所 工業原料
新日本製鐵株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
住友金属工業株式会社 工業原料
株式会社中山製鋼所 工業原料
新日本製鐵株式会社 工業原料

株式会社トベ商事
第７作業所

品川区 ㈱東海運輸京浜
島エコセンター

目黒区 京浜島リサイクル
センターリバース２
００２

千代田区 株式会社トベ商事
第２作業所

港区 株式会社櫻商会
本社工場

株式会社要興業
新鹿浜工場

新宿区

ＪＦＥ環境株式会社

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

ＰＥ・ＰＰ混合

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

材料リサイクル

コークス炉化学原料化

456

1,330

554

116

693

1,800新日本製鐵株式
会社

新日本製鐵株式
会社

新日本製鐵株式
会社

新日本製鐵株式
会社

新日本製鐵株式
会社

新港リサイクル株
式会社

569

323

1,644

3,000

954

1,808
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当協会ホームページ新コンテンツ紹介

「わたしのまちのリサイクル」～分けた資源はどうなるの？～

クリック

自分が住んでいる市町村で分別収集された資源は、そのあとどうなっているのか、当協会
がリサイクル（再商品化）を行っている市町村について、どれくらいの量を集めて、どのよう
な方法で、どのようにリサイクルされているのか、地図を入口として平易に検索でき、市町
村ごとの情報を確認することができるホームページの新しいコンテンツを準備し、10月26日
に開設いたしました。

当協会ホームページのＴＯＰページ
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「わたしのまちのリサイクル」サイト構成図

当協会ＴＯＰ
ページ

「わたしのまちのリサイクル」
～分けた資源はどうなるの？～

ＴＯＰページ

地図から探す

住所から探す

全国一覧表で見る

ＭＡＰで見る

みんなの疑問

★個別市町村のページ

素材別での全国一覧ページ

ＭＡＰで見る！素材別での市
町村と協会の契約状況

容器包装をなぜ分けるの？

分けて出すときに注意することは？

分けたものはどうなるの？

リサイクル事業者はどうやって決まるの？

各素材のマテリアルフロー図

リサイクル製品一覧

素材別リサイクル製品一覧

みんなの疑問

市町村のホームページ

資源化情報ページ

リンクリンク 双方向の情報提供双方向の情報提供

（市町村の了承）（市町村の了承）
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「地図やリストから、自分が住んでいる市町村を検索！」
「検索結果画面」では、「どれだけの量が」「どの事業者によって」「何にリサイクルされて
いるのか」「最終的にどうなっているのか」が表示されます。
また、「リサイクル製品一覧」では、全素材の最終的なリサイクル製品（用途）を一括で画
像表示。自分が住んでいる市町村のリサイクル状況が、一目でわかります。

「各市町村の分別ルールがわかります！」
「検索結果画面」の中に、各市町村ホームページで掲載されている、ごみの分け方、出し
方についてのページへ、リンクを設けました。（※ただし該当ページのある市町村のみ）

「リサイクル製品を画像で掲載しました！」
これまでの説明ではわかりにくかった、最終的なリサイクル製品について、画像を掲載し、
紹介しています。

「もっと知りたい！みんなの疑問に答えます。」
全国では、何トンが市町村から引き取られ、そのうちのどれくらいがリサイクル（再商品
化）されるのか、協会とリサイクルの契約をしている市町村はどれだけあるのか、など、
全国計でのデータを図で説明。
また、「容器包装をなぜ分けるの？」「分ける時に注意することは？」「分けたものはどう
なるの？」「リサイクル事業者はどうやって決まるの」という４つの疑問について、イラスト
を使って、わかりやすく答えています。
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市町村が住民に対しどのようリサイクルされているかの説明が行な
いやすくなるよう、プラスチック製容器包装については、22年度より、
市町村の職員が、再商品化事業者の事業所に立ち入り、再商品化
履行に関する現地確認を行うことができるよう、覚え書き・契約書と
は別に「確認書」を新設。

別添資料 『確認書』（ 『業務実施覚え書き』『業務実施契約書』の
一部を補足、修正することについて取り決めたもの）を
ご確認ください。（プラスチック容器事業部長 説明済み）

なお、プラスチック以外の素材(ガラスびん、ＰＥＴボトル、紙製容器
包装)については、23年度以降に向けて個別に検討・判断する予定。

市町村による、再商品化事業者に対する
現地確認について（プラスチック製容器包装）
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再商品化による環境負荷低減効果情報の提供

取りまとめ指摘事項
制度に参加したことによる実感を得られるような情報を

提供することで消費者の信頼性を高めるため、

例えば、再商品化による環境負荷低減効果について、

年次の再商品化実績等をもとに計算し、公表を行なうなど、

提供する情報について工夫を行なうべきである。

協会対応
プラスチック製容器包装リサイクル事業における

環境負荷低減効果についての年次レポートの作成検討

２２年度、検討着手。
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当協会ホームページにおける市町村関連情報掲載箇所
について

クリック



14

引取り市町村数

当協会が引取る指定保管施設数

市町村からの引取状況（年次・月次）

見込量（契約量）と実績量の比較

市町村別収集・契約状況（全国地図で表示）

／当協会との契約量・実績量

市町村からの受託料（総額）

再商品化義務総量・当協会の引取実績量な

どの年度別推移

クリック
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最後にあらためて お願い事項

① 各市町村ホームページへのリンク設定の了承
容リ協のホームページをご覧いただいているときに、お住まいの市町村の資源物の
分別関連ページについて直接見られるようになります。

② 協会ホームページ「わたしのまちのリサイクル」へのリンク設定
各市町村のホームページをご覧いただいているときに、資源化関連情報の一つとして、
協会ホームページ、「わたしのまちのリサイクル」（分別し引き渡した資源物がどのように
リサイクルされているのか）が直接見られるようになります。

③ わたしのまちのリサイクルコンテンツの
広報誌等への掲載および利用・活用

④ 既存啓発ツールの利用・活用
「『元プラ』を探せ。」・「〔プラ〕の七不思議」
「な～るほど!リサイクル」・「なぜ?なに?リサイクル」

⑤ 各市町村ホームページ等における協会ホームページの
「市町村関連情報」の利用・活用


